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統計利用上の注意

１ 事業所規模５人以上の各表及び事業所規模 人以上の各表において 「鉱業」につ30 、

、 、 。いては 調査対象事業所が少ないため表章していないが 調査産業計に含まれている

２ 事業所規模５人以上には事業所規模 人以上を含む。30
３ 各付表に掲載している産業名の正式名称は以下のとおりである。

付 表 表 章 産 業

電気・ガス業 電気・ガス・熱供給・水道業

不動産・物品賃貸業 不動産業，物品賃貸業

学術研究等 学術研究，専門・技術サービス業

飲食サービス業等 宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス等 生活関連サービス業，娯楽業

（ ）その他のサービス業 サービス業 他に分類されないもの

４ 付表中各年平均の数値は、指数については各年 ～ 月の数値を単純平均したも1 12
のである。なお、実質賃金指数の年平均は、名目賃金指数及び消費者物価指数のそれ

ぞれについて、年平均をとったものの比率で算出する。

５ 「対前年同月比」は原則として指数を基に作成しており、実数で算定した場合とは

必ずしも一致しない。

６ 統計表中「－」印は、調査あるいは集計を行っていない（指数については、指数化

していない）箇所、または調査対象事業所が少ないため表章していない箇所である。

７ 実質賃金指数は、名目賃金指数を総務省統計局調べ「那覇市消費者物価指数（帰属

家賃を除く 」で除したものである。）

８ 指数は平成 年を基準（平成 年 )としている。なお、 年に一度、基準時=17 17 100 5
が更新される。

９ 指数は、基準時更新及び第一種事業所（常用労働者が 人以上いる事業所として30
調査対象に指定する事業所）の抽出替えに伴い原則として過去に遡って改訂する。

（直近では、平成 年 月分に改訂した ）21 1 。

毎月勤労統計調査地方調査の産業分類の変更について

① 平成 年 月分の結果から、平成 年 月改定の日本標準産業分類（以下22 1 19 11
「新産業分類」という ）に基づき表章している。。

の指数② 「建設業 「製造業 「電気・ガス・熱供給・水道業 「金融業，保険業」」 」 」

については、分類内容の変更がなかったため、過去の指数と時系列的に完全

に接続している。

③ 平成 年以前と産業の範囲としては厳密には接続しない「調査産業計」21
「情報通信業 「運輸業，郵便業 「卸売業，小売業 「教育，学習支援業」」 」 」

「医療，福祉 「複合サービス業」の指数についても、過去の指数と単純に」

接続するものとする。

④ 上記②及び③に掲げる産業以外の産業については、新設及び分類内容の

変更により指数作成の基準となる数値がないので、当面の間、指数を作成

しない。
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結 果 の 概 要

（ 事業所規模 ５人以上 ）

１ 賃金の動き

平成 年における常用労働者 人平均月間現金給与総額は、調査産業計で 円で、23 1 239,283
対前年比 の増加（実質賃金指数対前年並み）となった。0.4%

現金給与総額のうち、きまって支給する給与は 円で、対前年比 の減少（実質208,441 0.2%
賃金指数 減）となっている。0.6%

所定内給与は 円で対前年比 の減少、超過労働給与は 円であった。195,781 1.0% 12,660
特別に支払われた給与は 円で対前年比 の増加となった。30,842 4.9%

現金給与総額を産業別にみると、電気･ガス･熱供給･水道業が 円と最も高く、582,574
次いで金融業 保険業が 円、建設業が 円、教育 学習支援業が 円､, 379,467 344,733 , 339,671
複合サービス事業が 円、学術研究 専門・技術サービス業が 円、医療 福祉339,081 , 317,160 ,
が 円、不動産業 物品賃貸業が 円、製造業が 円、運輸業 郵便業が280,375 , 219,533 216,451 ,
207,535 202,303 , 193,745 ,円、情報通信業が 円、生活関連サービス業 娯楽業が 円、卸売業

小売業が 円、サービス業（他に分類されないもの）が 円、宿泊業 飲食サー186,920 182,099 ,
ビス業が 円の順となっている。117,608

なお、全国平均は現金給与総額が 円で対前年比 の減少、きまって支給する給316,792 0.2%
与が 円で対前年比 の減少であった。262,373 0.3%

全国平均を とした場合の本県の賃金水準は、現金給与総額で 、きまって支給する100 75.5
給与で であった。79.4

(付表１)(付表２)

２ 実労働時間の動き

平成 年の 人平均月間総実労働時間は 時間で、対前年比 減少した。23 1 150.8 0.8%
総実労働時間のうち所定内労働時間は 時間で、対前年比 減少した。142.8 1.4%
所定外労働時間は 時間で、対前年比 増加した。8.0 11.4%
平均出勤日数は 日で、対前年比 日減少した。20.1 0.3

(付表３)(付表４)

３ 雇用の動き

平成 年の推計常用労働者数は 人で、対前年比 増加し、そのうちパートタ23 391,568 0.5%
イム労働者数は 人となっている。117,855

労働異動を入・離職率でみると、入職率 、離職率 となっている。2.3% 2.2%
(付表５)

一般労働者及びパートタイム労働者について４

平成 年の常用労働者数について就業形態別にみると、調査産業計の 人平均月間現金給23 1
与総額は、一般労働者では 円、パートタイム労働者では 円であった。304,261 88,178

労働時間数及び出勤日数についてみると、 人平均月間総実労働時間数は、一般労働者では1
171.6 102.5 1 21.0時間､パートタイム労働者では 時間､ 人平均月間出勤日数は､一般労働者で

日、パートタイム労働者では 日であった。18.0
雇用の動きをみると、入職率は、一般労働者で 、パートタイム労働者では 、離1.4% 4.2%

職率は、一般労働者で 、パートタイム労働者で であった。1.5% 3.9%
(付表６)
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結 果 の 概 要

（ 事業所規模 30人以上 ）

１ 賃金の動き

平成 年における常用労働者１人平均月間現金給与総額は、調査産業計で 円で、23 275,343
対前年比 の増加（実質賃金指数 増）となった。1.1% 0.6%

現金給与総額のうち、きまって支給する給与は 円で、対前年比 の増加（実質233,892 0.4%
賃金指数対前年並み）となっている。

所定内給与は 円で対前年比 の増加、超過労働給与は 円であった。217,732 0.2% 16,160
特別に支払われた給与は 円で対前年比 の増加となった。41,451 5.1%

現金給与総額を産業別にみると、電気･ガス･熱供給･水道業が 円と最も高く、582,574
次いで建設業が 円、教育 学習支援業が 円、金融業 保険業が 円、479,664 , 459,320 , 385,344
学術研究 専門・技術サービス業が 円、複合サービス事業が 円、医療 福祉, 360,528 333,080 ,
が 円､不動産業 物品賃貸業が 円、製造業が 円、運輸業 郵便業が330,245 , 285,763 231,205 ,

円､情報通信業が 円、生活関連サービス業 娯楽業が 円、卸売業 小216,064 202,647 , 191,173 ,
売業が 円、サービス業（他に分類されないもの）が 円、宿泊業 飲食サービ188,932 146,769 ,
ス業が 円の順となっている。134,979

なお、全国平均は現金給与総額が 円で対前年比 の増加、きまって支給する給362,296 0.6%
与が 円で対前年比 の増加であった。291,783 0.2%

全国平均を とした場合の本県の賃金水準は、現金給与総額で ､きまって支給する100 76.0
給与で であった。80.2

(付表１)(付表２)

２ 実労働時間の動き

平成 年の 人平均月間総実労働時間は 時間で、対前年比 減少した。23 1 150.7 0.7%
総実労働時間のうち所定内労働時間は 時間で、対前年比 減少した。141.2 0.7%
所定外労働時間は 時間で、対前年比 減少した。9.5 1.2%
平均出勤日数は 日で、 日減少した。19.7 0.1

(付表３)(付表４)

３ 雇用の動き

平成 年の推計常用労働者数は 人で、対前年比 増加し、そのうちパートタ23 213,080 0.3%
イム労働者数は 人となっている。58,555

労働異動を入・離職率でみると、入職率 、離職率 となっている。2.2% 2.2%
(付表５)

一般労働者及びパートタイム労働者について４

平成 年の常用労働者数について就業形態別にみると、調査産業計の 人平均月間現金給23 1
与総額は、一般労働者では 円、パートタイム労働者では 円であった。343,547 95,315

労働時間数及び出勤日数についてみると、 人平均月間総実労働時間数は、一般労働者では1
167.2 107.6 1 20.2時間､パートタイム労働者では 時間､ 人平均月間出勤日数は､一般労働者で

日、パートタイム労働者では 日であった。18.3
雇用の動きをみると、入職率は、一般労働者で 、パートタイム労働者では 、離1.6% 4.0%

職率は、一般労働者で 、パートタイム労働者で であった。1.6% 4.0%
(付表６)
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毎月勤労統計調査地方調査の説明

（統計法に基づく基幹統計調査）

調査の概要Ⅰ

１ 調査の目的

この調査は、統計法に基づく基幹統計調査であって雇用、給与及び労働時間について沖縄県にお

ける変動を毎月明らかにすることを目的とする。

２ 調査の対象

本調査は、日本標準産業分類に定める鉱業 採石業 砂利採取業、建設業、製造業、電気･ガス･熱供, ,
給･水道業、情報通信業、運輸業 郵便業、卸売業 小売業、金融業 保険業、不動産業 物品賃貸業、学, , , ,
術研究，専門・技術サービス業、宿泊業 飲食サービス業、生活関連サービス業 娯楽業、教育 学習支, , ,
援業、医療，福祉、複合サービス事業、サービス業（他に分類されないもの （外国公務を除く）に）

属し、常用労働者を常時５人以上雇用する事業所から抽出した約 事業所について行う標本調査436
である。

３ 標本事業所の抽出方法及び調査の実施方法

人以上規模事業所（第一種事業所）は、総務省統計局が行う事業所・企業統計調査の結果から30
作成した事業所全数リストから、産業、事業所規模別に 事業所を無作為に抽出している。調査256
の実施方法は郵送調査及び毎勤オンラインシステムによるオンライン方式である。

５～ 人規模事業所（第二種事業所）は、事業所・企業統計調査に基づき全国を約５万に分けて29
設定した毎勤調査区から抽出した 調査区について、５～ 人規模事業所の名簿を作成し、次に18 29
その名簿から 事業所を抽出する二段抽出法によって抽出している。調査の実施方法は、統計調180
査員による実地調査及び毎勤オンラインシステムによるオンライン方式である。

４ 調査結果

本調査結果の数値は、標本事業所からの調査報告をもとにして、本県の規模５人以上のすべての事業所

に対応するよう推計したものである。

５ 標本事業所の抽出替え及び基準時の更新について

第一種事業所は、事業所・企業統計の事業所名簿が更新されるのに合わせて２～３年毎に標本事

業所の一斉交替（抽出替え）を行っている。最近では、平成 年事業所・企業統計調査の結果を用18
いて、平成 年１月分で標本事業所の抽出替えを行った。21

第二種事業所の調査期間は原則として ヶ月間で、抽出と標本事業所の交替は、半年ごとに全体18
の３分の１について行うローテーション方式としている。

第一種事業所の抽出替えに伴い、従来の標本事業所による「旧調査」と新たに抽出された標本事

業所による「新調査」とを重複実施している。新調査と旧調査では、当然のことながら結果が若干

異なる。これは、抽出替えに伴って調査結果に生じるギャップのためである。本調査では、時系列

比較を目的に作成している指数及び増減率については、ギャップの影響を排除し、時系列比較が可

能となるように過去に遡って改訂を行っているところである。

19 1また 指数の基準年を変更する改訂 基準時更新 を５年ごとに行っており 最近では平成 年、 （ ） 、

月分において基準時を平成 年から平成 年に更新した。12 17
なお、賃金額や労働時間数などの実数については、既に公表した調査結果を遡って訂正すること

は行っていないので、時系列比較は原則として指数によって行うものとなっている。

６ 産業分類の変更について

本調査では、平成 年１月分調査結果から改訂後（平成 年 月）の日本標準産業分類に基づ22 19 11
いて表章している。
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用語の定義Ⅱ

１ 現金給与額

労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、貯金等を差し引く前の

金額のことである。退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含まれない。

【 とは 「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。現金給与総額】 、

【 】とは、労働協約、団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められてきまって支給する給与

いる支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、｢超過労働給与｣を含む。

【 】とは 「きまって支給する給与」から 「所定外給与」を除いたものである。所定内給与 、 、

【 とは、所定の労働時間を超える労働、休日労働、深夜労働に対して支給される給与所定外給与 （超過労働給与）】

のことである。

【 】とは、あらかじめ定められた契約や規則等によらないで、一時的又は突発的理由に基づ特別に支払われた給与

いて労働者に現実に支払われた給与、新しい契約により過去にさかのぼって算出された給与の追給額、３カ月を超

える期間ごとに算定される住宅手当や通勤手当等、並びに賞与のことである。

２ 出勤日数

調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日数にはな

らないが、午前 時から翌日午前 時までの間に 時間でも就業すれば出勤日とする。0 0 1

３ 実労働時間数

労働者が実際に労働した時間数のことであって、休息時間は除かれる。本来の職務外として行われる宿日直の時間

は含めない。

【 】とは 「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。総実労働時間数 、

【 】とは、事業所の就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の休息時間を除いた所定内労働時間数

実労働時間数のことである。

【 】とは、早出、残業、臨時の呼び出し、休日出勤などの実労働時間数のことである。所定外労働時間数

４ 常用労働者

【 】とは、次のうち、いずれかに該当する労働者のことである。常用労働者

( ) 期間をきめず、または１カ月を超える期間をきめて雇われている者1
( ) 日々または１カ月以内の期間を限って雇われている者のうち、前２カ月にそれぞれ 日以上雇われた者。2 18

【 】とは、常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、または１日のパートタイム労働者

所定労働時間が一般の労働者と同じで１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者。

【 】とは、常用労働者のうち、パートタイム労働者を除いた労働者のことをいう。一般労働者

５ 労働異動

【 】とは、調査期間中に採用、出向及び同一企業内の他の事業所からの転入によって当事業所に入職した常用入職率

労働者数を、前月末労働者数で除して を乗じたものである。100
【 】とは、調査期間中に解雇、退職、出向及び同一企業内の他の事業所への転勤によって当該事業所を離職し離職率

た常用労働者数を、前月末労働者数で除して を乗じたものである。100

６ 実質賃金指数

【実質賃金指数】とは、名目賃金指数（現金給与総額）を消費者物価指数で除して を乗じたものである。100

沖縄県の賃金、労働時間、雇用の動き

（毎月勤労統計調査地方調査）

平成２３年平均

問い合わせ先 ： 沖 縄 県 企 画 部 統 計 課

人 口 社 会 統 計 班

098-866-2050電話
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